
 

平成３１年度 

国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率（理論値）の 

本算定結果の概要について 

 

１ 事業費納付金について 

○ 平成３０年１２月末に国から示された確定係数に基づき算定した事業費納付金

（以下「納付金※１」という。）総額は，約５９１億８，０００万円と前年度の本

算定結果（約６０１億６，９００万円）と比較して約９億８，９００万円 

（▲１．６４％）減少している。 

○ 被保険者１人当たりの納付金（一般分）は，１２６，４６９円と前年度の本算定

結果（１２４，８２１円）と比較して１．３２％増加している。これは，納付金

総額が減少しているものの，被保険者数が年々減少傾向にあることに加え，高齢

化の進展等に伴い１人当たりの医療費の伸びが見込まれているためである。 

○ 市町村ごとの被保険者１人当たりの納付金（一般分）の伸び率は，２０団体 

（５７．１４％）が増加し，１５団体（４２．８６％）が減少している。 

 

※１）納付金：各市町村が都道府県に納める金額。都道府県の給付費総額から，前期高齢者 

       交付金や療養給付費等負担金，保険者努力支援制度（都道府県分）など都道 

府県に交付される公費を控除した額を，被保険者数や所得水準，年齢調整後 

医療費水準等に基づき市町村ごとに按分して算出している。 

※２）一般分：一般被保険者分の略で，国民健康保険被保険者のうち，退職被保険者等を除

いた被保険者をいい，納付金ベースでは全体の９９．９％を占めている。 

 

 

２ 激変緩和措置の内容について 

○ 制度改革の前後で，被保険者の保険料（税）負担が急激に増加することを回避す

るための仕組みとして，前年度に引き続き激変緩和措置を実施した。 

○ その結果，１９団体に対し総額約１３億円の措置を行っており，前年度の本算定

結果（１４団体，総額約１７億円）と比較して５団体（３５．７１％）が増加し

た一方，総額ベースでは約４億円（▲２１．９３％）の減少となっている。 
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３ 標準保険料率（理論値）について 

○ 別紙「平成３１年度 国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率（理論値）※３」

（資料３-２）に記載のとおり。 

 

※３）標準保険料率（理論値） 

統一の算定ルールに基づき県が算定する理論値であり，市町村ごとの保険料率の標準 

的な水準を表す「市町村標準保険料率」（算定方式：宮城県は３方式）と，県内全て 

の市町村の標準的な水準を表す「都道府県標準保険料率」（算定方式：２方式）があ 

る。 

なお，実際の保険料（税）率は，標準保険料率（理論値）を参考として各市町村が決 

定するため，今回の算定結果が実際の保険料（税）率を示すものではない。 

 

 

４ 平成３１年度における各市町村の保険料（税）率の改正に関する検討状況 

   

 

6団体  17.14%

1団体  関係条例改正済み(平成31年4月1日施行)

2団体  

2団体  

1団体  

25団体  71.43%

4団体  11.43%

（平成３１年１月３１日 現在）
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引き下げの見込み
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現時点ではわからない
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